
貨

幣

の
慣

値

と
数

量

説

大

野

純

一

本
稿
に

U
「●
宍
二・
ユ

困
マ
葺
巴
臼

著

U
油o
ρ
§
三
M仲痒
m臣
o
o
二
〇
"
}
o
尽
"
お
N
悼
中

く
o
葺

O
鉱
傷
毛
o
詳
の

一
節
な
謬

出
し

五
も

の
で
あ

ろ
。

忠
實

に

『
貨
幣
債
値

に
就

い
て
』

と
題
す

可
き
で
あ

る
が
便

宜

上
本
題

に
改

め
六

こ
と
彪
御
噺
り
し

て

な
く
o
蓋

し
該
著

よ
り

引
離

さ
れ
牝
内
容

は
そ
れ
に
よ

つ
て

よ
り
明
白

に
窺

ひ
得

る
か
ら
で
あ

ろ
o

吾

々
は
目
標
に
從

つ
て
、
先
づ
貨
幣
債
値
の
本
質
性
に
進
ま
う
。
が
此
庭

に
、
制
限
を
設
け
、
以
後

の
叙
述
に
重

要
な
る
も
の
＼
み
を
観
察
す
る
で
あ
ら
う
。

貨
幣
慣
値
換
言
す
れ
ば
貨
幣
の
客
観
的
交
換
償
値
の
問
題
に
關
し
て
は
、
論
者
の
隊
伍
を
三
班
に
分
け
る
乙
と
が

出
來
る
。
其

一
派
は
、
貨
幣
は
必
然

に
素
材
領
値
を
持
π
ね
ば
な
ら
諏
、
と
主
張
す
る
。
即
ち
貨
幣
が

一
般
的
交
換

手
段
π
る
乙
と
は
、
貨
幣
は
評
債
に
基
く
財
の
交
換
を
可
能
な
ら
し
む
と
言
ふ
こ
と
で
あ

つ
て
、
貨
幣
は
此
職
能
を

管
む
が
故
に
憤
値
の
尺
度
と
な
る
の
で
あ
る
、
而
し
て
、
債
値
の
尺
度
π
る
貨
幣

は
、
必
然
に
其
自
身
儂
値
を
持
π

貨
幣
の
債
値
と
籔
量
観

一
七
七
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日
七
八

ね
ば
な
ら
澱
、
何
と
な
れ
ば
、
其
自
身
償

値
あ
る
も

の
に
し

て
初

め
て
債
値

の
尺
度

だ
b
得

る
か
ら

で
あ

る
、
と
す

る

、
1

囚
昌
闘。
。。
℃
罎
窪

σq
。
ご

[
o
貫

U
一。
三

等

の
襲

名

す

る

金

属

主

義

の

立

揚

。

彼

等

に

と

つ
て

、
費

買

は

交

換

の

高

次

の
形
式

に
過
ぎ
な

い
。
責

買
に
於
け

る
心
理
過
程

は
交
換

の
其
と
何
等
異

る
所

が
な

い
、

即
ち
與

ふ
る
財
竜
受

く

る
財
も
共

に
讐
方

の
當
事

者

に
よ

っ
て
評
債

さ
れ
る

と

考

へ
る
。

さ
れ
ば

、
囚
三
$

は
、
『
経
濟

財

の
償
値

は
、

貨
幣

即
ち
貨
幣
片

に
よ

つ
て
で

は
な
く

、
貨
幣

の
橿
値
即
ち

一
定
重
量

の
貨
幣
片

に
含

む
慣

値
量

に
よ

つ
て
、
測
定

せ
ら
れ
る
、』
①
と

言
ひ
、
U
一〇
鑓

は
、
私

有
財
産

と
自
由
競
箏

に
基
く
今

H
の
國
民
経
濟

に
あ

つ
て
は
、
比
較
商
品

と
し
て
其
自
身
債
値
を
持

つ
慣
格
財
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら

諏
、①
と
言

ふ
の
で
あ

る
。
U
δ
匡

は
、
生
産
者

は
買

好
き

の
消
費
者

に
劃
し

『
吾

々
の
商

品

に
幾
何
を
下
さ

い
ま
す
か
、
例
ば
金

の
如
き

、

一
般
向
き

の
劉
象
で
評
慣

し

て
下
さ

い
、』
⑥
と
渤
誘

し
得

な
け
れ
ば
な
ら
孤
と
す

る
。
故

に
金
属
主
義

の
見
地
よ
b
す
れ
ば
、
交

換
手
段

並
び
に

領
値
尺
度
力
る
職
能
は
、
貨

幣

に
於

け

る
實
禮
債
値

の
必
然
性
を
要
求
す

る

の

で

あ

る
。
吾

々
は
、
有
慣

値
な

る

貨

幣
財
を
要

求
せ
ん
と
す
る
此
基
礎
付
け

の
中

に
、
金
属
學
説
固

有

の
規
範

を
見
出
し
得

る
、
と
信
ず
る
も

の
で
あ

る
。
彼

等

は
、
交

換
手
段
と
し

て
の
貨
幣

は
同
時

に
債
値

の
尺
度
で
あ

る
、
然

る
に
メ

ー
ト

ル
は
其
自

身
長

さ
を
有

す

る
が
故

に
尺
度

π
b
得

る
が
如
く
、
其
自
身
慣

値
を
持

つ
も
の
に
し

て
初

め
て
債

値

の
尺
度
泥
る
が
故

に
、
貨
幣

は
領
値

を
持

π
ね
ば
な
ら

粗
、
と

考

へ
る
。
惟

ふ
に
例

へ
ば

隼

§
。
竃
。
=
も
亦
全
く
他
種

の
金
属
主
義
者
で
あ

る
、



'

何
と
な
れ
ば
、
彼

は

『
終
極

の
問
題
』

か
ら
同
様

の
要
求
を
な
す

に
至

つ
禿

か
ら
で
あ
る
。
言

ふ
海

も
な
く

、
彼

の

考

へ
は
次
の
如
く
で
あ

る
、
即
ち
縄
濟

人
は
貨
幣

の
中

に
終
極
的
充

足
を
庶
幾
す

る
、
然

し
て
此
庶
幾

は

(
世
界

の

無
限

の
問

題
は
形
而
上
學
的
な
る
も

、
貨
幣

の
問
題
は
常

に
肚
會
科
學
的
な
る
が
故

に
)
肚
會

の
解
散

に
際

し

て
も

荷
、
経
濟

人
は
貨
幣

の
中

に
慣
値
あ

る
財
を
所
有
し
。
肚
會
的

生
産
物

の
分

配

に
與

か
り
得

る
、
と
言

ふ
こ
と

に
存

し
な
け
れ
ば
な
ら
粗
、
と
。
㈲

貨
幣
債

値

の
論
箏
た

於

け
る
第

二
斑

は
、
素
材
領
値

の
必
然
性
は
否
定

す

る
も
爾
素

材
慣
値
な
き
貨
幣

に
慣

値
性

を
認

め
ん
と
す
る
論
者

に
よ

つ
て
構
成

さ
れ

る
。
此
即
ち
職
能
債

値
論
者
で
あ

る
。
彼
等

に
よ
れ
ば
、
賃
幣

に
於
け

る
慣
値
性

は
、
其
職
能
即
ち
貨

幣
が
責
買

に
ょ
り
個
人
的
慾
望
を
充

足
し
得

る
可
能

性
よ
ら
生
ず
る

の
で
あ

る
、
職

能

は
言
は

里
債
値
實
膿
な
う
と
す

る
、

=
o巻

℃
=
巴
津
「一。
戸

Q∩
一3
ヨ
。
ご
～

を
房
2

Ω
「巷

N。r
〈
・
乏

一窃
o
ご

囚
膏
三
δ

ω
。
α
9
等

は
此
派
に
結
合
す

る
名
前
で
あ

る
。

鵠
・
)5

に
よ
れ
ば
、
貨
幣

に
あ

つ
て

も
亦

有
用

性
と
稀
少
性
は
慣
値

の
根
源
で
あ

る
、⑥
貨

幣

の
有
用
性
は
、
直
接
消
費

或
は
生
産

に
充
用
せ
ら

る

＼
財
に
封
し
、
交
易

に
充

用
し
得

る
可

能

性
の
中
に
存

し
、
稀

少
性

は
、
先

づ
第

一
に
貴

金
属
産
出

の
自
然
的
制
限

の
中
に
、
次
に
は
貨

幣

の
造
出
が
國
家

的
規
定

に
從

ふ
と
言

ふ
事
實

の
中

に
存
す

と
言
ふ
。
出
。
一津
「凶9

は
、
財

の
慣

値

一
般

を
職
能

の
債
値
な
う
と

し
、⑥

貨
幣

以
外

の
財
も
亦
、

一
定

の
機
能
に
よ

つ
て
直
接

(
清
費
)
、
間
接

(
生
産

)
人
間

の
慾
望
を
充
足
す

る
が
故
に
慣

貨
留
の
債
値
と
鍛
量
翫

一
七
九
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値

を
有
す
、
と
す
る
の
で
あ

る
。
此
派

の
論
者

は
、
個
値
を
決
定
す

る
も

の
は
、
素

材
で
は
な
く
職
能
で
あ

る
と
言
ふ

芝

に

よ

つ

て
、貨
幣
が
、
素

材
償
伍
を
超
越

せ
る
職
能
債

値
を
持

つ
事
實

を
説
明
し
得

る
、
と
信
ず

る
の
で
あ

る
。
の

U
曾
冒
σq

が
其
著

『
ク
ナ

ツ
プ
以
後

の
貨
幣
學
説
』

に
於

て
商
品
學
説
と
名

け

る
此

二
學
説

に
封
し
、
絶
樹

に
貨

幣

の

「
慣

値
」
を
否
定

せ
ん
と
す

る
學
説

が
極
端
な
る
劃
立
を
な
す

、
彼
等

に
と

つ
て
は
、
貨
幣
が
債

値
を
持
ち
得

る
と
言

ふ

乙
と

は
、
考

ふ
る
を
許

さ
ぬ
事
柄
で
あ

る
。

囚
暴
℃
㍗

浮

民

一×
。
3

固
ω叶。ご
H」
。
雪

碧
昌

の
名

は
此
に
属

す

る

で

あ

ら

う
。
此
學
派

は
、
領

値

は

財

の

性
質

で

は

な

く

人

間
の
心

裡
に
存
在
す
る
即
ち
慣

値
は
慾
望
充
足
に

關
す

る
財
と
人
間
と
の
關
係

に
基

く
と

言
ふ
か

の
心
理
的
維
濟
観

の
意
味

に
於

て
の
み
、
貨
幣

の
債
値

を
否
定

せ
ん

と
す

る
も

の
で
は
な

い
。
此
種

の
貨
幣
論
的
見
解

は
、
心

理
的
或

は
物
質

的
経
濟
観

の
論
箏

に
は
關
係

せ
澱
。

財
は

物
的
性
質

と
し
て
償
値
を
持

つ
と
す
る
も
、
術
貨
幣

は
慣

値
を
持

つ
乙
と

は
出
來

澱
で
あ

ら
う

、
彼

等

の
観
察

に
よ

れ
ば

、
貨
幣
概
念
と
債

値
性
と

は
全
然
相
容
れ
楓
、
『
経
濟

の
他

の
側
面
』
π
る
貨

幣
は
、
領
値
な
き
現
象
で
あ

り
、

從

つ
て
債
格
を
持

た
顧
、
而
し

て
如
何
な

る
財
も
、
貨

幣
と

し

て
、
職
務

を
管

む
や

否
や
ー

而
し

て
そ

の
間

は

1

経
濟

の
意
味

に
於
け
る
財
π
る

之
と
を
停

止
す
る

に
至
る
と
す
る
。
指
圖
論
者

は
、
費

買

は
本
質
上
軍

に
交
換

の
高
次
の
形
式
で

は
な

い
と
観
、働
費
買
の
心
理
に
於

て
も
亦
其
見
解
を
確
謹
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
即
ち
交
換

に
於
て
は
隻
方

の
財
が
評
債
せ
ら
れ
る
が
費
買
に
於
て
は

一
財
の
み
が
評
慣
さ
れ
貨
幣
は
詐
慣
さ
れ
澱
、
此
場
合
貨



幣

は
評
償

の
甥
象
で
は
な

い
、
『
其
自
身
』
評
.慣

さ
れ
は
し
な

い
、
蓋

し
貨
幣

は
財
で

は
な

い
か
ら
で
あ

る
と
す

る
。

此
見
解

よ
り
す
れ
ば

、
金
属
貨
幣

に
あ

つ
て
竜
省
貨
幣

、貨
幣
實

燈

は
評
慣

さ
れ

る
も

の
で
な

い
。

ヘ

へ

故

に
此
學
説

に
よ
れ
ば
、
結
局
貨
幣

は
慣
値
を
意
味
す

る
が
決
し
て
慣
値

を
持

つ
も

の
で

は
な

い
、
而
し
て
此
償

値
意
味
は
、
貨
幣
其
自
身

か
ら
持

つ
も

の
で

は
な
く

、
貨
幣
が
そ

の
時

々
に
購
買

し
得

る
財
貨

の
量
か
ら
獲
得

す

る

の
で
あ

る
、
と

は
言

へ
職
能
慣
値
學
説

の
意
義

に
於

て

で

は

な

い
。

此
購
買
力

、
国
聾
巽

の
用
語
に
從

へ
ば
分
配

力

、
は
通
常
貨
幣

の

『
領
値
』

と
稽
せ
ら
れ
る
と

乙
ろ

の
も

の
で
あ

る
、
鵠
窪
隻
×
窪

は
日
ふ
、
『
貨
幣

は
凡
て
そ
れ

に
よ

つ
て
購
買
し
得

る
も
の

＼
憤
値
を
持

つ
、』
①
『
而
し
て
貨
幣
債
値
と
名
く

る

も

の

は
、
吾

々
の
知

る
物
慣

よ
亜

構
成

さ
れ
π

一
種

の
反
映
観
念

に
過
ぎ

滋
、』

と
。
駒

評
慣

は
、
商
品
論
者
と
指
圖

論
者

、
金
属
主
義
者
と
名
目
主
義

者
の
分
岐
黙
で
あ

る
、
-

直
観
即
ち
認
識
の
磯
端
其
自
身
に
於
て
合
致
せ
澱
限
ム
ー

言
語
を
以

つ
て
此
庭
に
架

橋
す
る
こ
と
は
出
來
な

い
の
で
あ
る
。

吾

々
に
し
て
若
し
文
獄
を
通
観
す
る
な
ら
ば
、
實
際
的
理
由
か
ら
は
兎
竜
角
貨
幣
と
財
と
の
結
合
を
提
唱
す
る
乙

と
あ
る
も
、
素
材
慣
値
性
を
貨
幣

の
本
質
に
属
せ
ず
と
す
る
學
説
が
到
る
庭
に
勝
利
を
博
し
つ
㌦
あ
る
を
容
易
に
確

認
す
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
職
能
慣
値
學
説
と
指
圖
學
説
と
の
間
に
は
非
常
に
多
く
の
接
鯛
黙
が
存
し
、
爾
者
は
互

に
相
接
近
す
る
が
故
に
、
前
者
は
思
想
的
結
構

に
ょ
つ
て
の
み
貨
幣
に
慣
値
性
を
讃
明
せ
ん
と
す
る
、
と
言
ふ
之
と

貨
幣
の
債
値
と
鍛
量
観

一
八

一
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一
八
二

を
事
實

上
認
め
得

る
の
で
あ
る
。
而
し
て
其
は
、
貨
幣
に
劃
し
債
値
論
を
慮
用
す
る
が
爲
め
の
組
織
學
的
理
由
か
ら

か
、
或
は
叉
内
的
強
制
、
i

非
分
析
的
に
し
て
印
象
を
輩
純
に
受
納
す
る
人
間
は
常
に
所
謂
貨
幣
領
値

の
或
観
念

を
持

つ
と
言
ふ
否
定
し
得

楓
事
實
と
、
財

の
慣
値
の
意
味
に
於

て
貨
幣

の
個
値
を
云
々
し
得
ず
と
言
ふ
科
學
的
認
識

と
を
結
合
せ
ん
と
す
る
こ
と
、
か
ら
生
ず

る
の
で
あ
る
。

貨
幣
慣
循
の
本
質
に
關
す
る
明
確
な
る
見
解
が
竜
し
藪
量
説

に
劃
し
大
な
る
重
要
さ
を
欠
く
な
ら
ば
、
吾

々
は
貨

幣
債
値
本
質

の
論
孚
に
鯛
れ
ず
に
を
く

こ
と
が
出
來
る
で
あ
ら
う
、
然
し
乍
ら
、
此
が
観
察
は
以
後

の
叙
述
を
非
常

に
容
易
な
ら
し
む
る
が
故
に
、
尚

し
ば
し
是
非
共
此
庭
に
留
ま
ら
ね
ば
な
ら
胆
。

吾

ヶ
の
考
ふ
る
と
こ
ろ
を
以

つ
て
す
れ
ば
、
貨
幣

に
素
材
橿
値
あ
る
を
要
せ
澱
と
言
ふ
乙
と
は
、
素
材
個
値
な
き

貨
幣

の
存
在
す
る
事
實
に
ょ
つ
て
謹
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
、
ド
o
言

は
、
紙
幣
は
貨
幣
で
は
な

い
、
紙
幣
制
度
は
縫
態

で
あ
る
、鋤
と
言
ふ
も
、
か
く
簡
軍
力
る
を
得
な

い
、
若
し
彼
が

『
自
由
私
鋳
の
金
属
本
位

の
下
に
あ

つ
て
は
、
吾

々

は
金
属
主
義
者
で
あ
る
、
然
し
て
、
獲
態

の
揚
合

の
爲
に
常
態

の
揚
合
を
不
完
全
な
り
と
す
る
が
如
き
貨
幣

の
定
義

は
放
棄

し
な
け
れ
ば
な
ら

澱
』
⑰
と
言

ふ
な
ら
ば
、
此

に
劃
し
科
學
的
批

評
は
向
け
ら
れ
諏
。
吾

々
は
、
紙
幣

は
i

金
属
貨
幣

と
同
檬

に
物
償

に
影
響
す

る
以
上
i

貨
幣
な
り
と
槻

る
、
只
紙
幣

に
於
て
は
、

ω
凶§
ヨ
。
一
が
貨
幣

の
観

念
化
と
名
く
る
も
の
が
顯
著
に
現
は
れ
て
居
る
の
で
あ
る
、㈹
ω
o
紆

が
振
替
貨
幣
に
於

て
從
來
貨
幣
が
達
し
力
最
高



の
形
式
を
見
出
す
限

う
、㈲
吾

々
は
彼

に
全
然
同
意
す

る
の
で
あ

る
。

職

能
債
値
論
者

ω
{ヨ
ヨ
①
一
並

び
に

OQ
。
富

は
誠

に
深
刻
な

る
叙
述
を
以

つ
て
貨

幣

の
非
憤

値
性
と
其
具
禮

的
現
象

と
を
指
摘
す
る
。

き
れ
ば
、
Q。
一已
ヨ
色

は
貨
幣

の
象

徴
性
等

々
を
繰
返

し
説

く

の
で
あ

る
、㈹

害

々
は
先

づ
彼

に
於

て

こ

次

の
言
葉
を
讃

む
、
『
客
髄

の
経
濟
慣
値

は
、客
禮

が
可
交
換
的
と
し

て
立
ち

入
る
所

の
相
互
關
係

に
於

て
成

立
す

る

も

の
と
す

る
な
ら
ば
、
貨
幣

は
此
關
係

の
濁
立
性
を
取
得

し
力
表
現
で
あ

る
。
輕
濟
關
係
即
ち
劉
象

の
可
交
換

性

の

中
か
ら
、
此
關
係

の
事
實
が
析
出
せ
ら
れ
、
か
の
謝
象
に
封
し
て
概
念
的
な
ー

然
し
可
見
的
象
徴
に
結
合
し
π
1

存
在
を
取
得

す
る

こ
と
に
よ

つ
て
、
貨
幣

は
抽
象

的
財
産
慣
値

の
表
示
と
な

る
の
で
あ

る
。
』
㈹
と
、
ω
。
色
騨
竜
亦
同
様

に
、
實

に
嚴
密
な
る
言
葉

の
意

義

に
於

け

る
貨

幣

は
、
内
的

、主
観
的
、
非
激
學

的
、
從

つ
て
統

一
的

、
心
理
的
な

る

(
領
値

の
)
現
象

の
外
的
、
客
観

的
、
而
し
て
藪

的
表
現
で
な
け
れ
ば
な
ら
澱
、㈹
と
言

ふ
の
で

あ
る
。

此

二
著
者
は
、
貨
幣

に
於

け
る
非
素

材
慣
値

性
を
明
か
に
認

識
す
る
に
竜
拘
ら
ず

、
爾
他

の
論
者
と
共

に
、
貨
幣

は
橿
値
即
ち
職
能
慣
値
を
有

つ
と
言
ふ
強
要

に
到
達

し
だ
の
で
あ

る
。
吾

々
の
考

へ
で

は
、
貨
幣

は
軍

に
償
値
關
係

の
表

現
手
段
で
あ

つ
て
、
其
自
身
償
値
事

物
で

は
な

い
と
の
観

念
は
、
貨
幣

は
慣
値
を
持

つ
事

は
出
來

な

い
、
償
値

を

持

つ
て
は
居
な
・い
、
が
債
値
で
あ

る
と
言

ふ
解
繹

に
導
く
。
故

に
吾

々
は
、
貨
幣

を
物
其
自
身
と
し
て
概
念
し
、
定

義

し
や

う
と
欲
す

る
な
ら
ば

、
そ
れ
を
償
値

の
客
観
化
と
解
し

且

つ
名
け
な
け
れ
ば
な
ら
諏
と
信
ず

る
の
で

あ

る
。

貨
幣
の
償
値
と
籔
量
訊

一
八
三



商

學

討

究

第

一
瑠

(上
)

一
八
四

從

つ
て
貨
幣
は
、
経
濟
及
支
彿
團
禮

の
内
部
に
於
て
は
、
客
観
化
さ
れ
π
る
債
値
で
あ

つ
て
、
人
間
の
肚
會
生
活

に

於

て
つ
く
う
出
さ
れ
、
其
庭
で
人
間
に
よ
つ
て
事
物
の
中
に
投
ぜ
ら
れ
尤
債
値
が
、
殆
ん
ど
事
物
と
人
間
と
か
ら
引

離
さ
れ
、
劃
象
化
さ
れ
、
濁
立
化
さ
れ
尤
と
乙
ろ
の
か
の
特
殊

の
現
象
で
あ
る
だ
ら
う
。
貨
幣
は
領
値
の
客
観
化
で

あ
り
、
從

つ
て
、
-

敢

て
言

へ
ば
、1

事
物

の
性
質

の
主
観
化
で

あ
る
以
上

、
貨

幣

は
自

己
に
於

て
、
言

は

讐
、

實
膿
と
な

つ
π
も
の
を
更

に
属

性
と
し

て
持

ち
得

な

い
の
は
明
白
で
あ

る
。
領

値

の
此
説
明
か
ら
、
貨
幣

は
領

値
で

あ

る
と
言

ふ
事
實

か
ら
、

日
常
生
活

に
於

て
、
貨
幣

は
慣
値
を
持

つ
と
言
ふ
考

へ
が
生
ず

る
所
以
も
明
か
と
な
る
、

何
と
な
れ
ば
、
此
匠
別

は
濁
り
論
理
的

、
批

判
的
滲
慮

よ
う

の
み
生
ず

る
か
ら
で
あ

る
。

故

に
吾

々
は
、
貨
幣

は
領
値
で
あ

る
が

、
債
値
を
持

つ
て
居
な

い
、
と

言

ふ
意
見

を
以

て
、
貨
幣
慣
値

の
本
質

の

問
題
、
貨
幣
其
自
身
が
慣
値
を
持

づ
や

否
や

の
論
孚

に
關
す

る
観
察
を
終
了
す

る
。
所
謂
貨
幣
憤
値

、
適
切
に
言
ふ

な
ら
ば
、
購
買
叉

は
分
配
力
、
乃
至
は
分

配
資
格

は
、
自
然
経
濟
的
で
あ
ウ
、
貨
幣
軍
位

の
債

値
意
味

て
あ
る
、
而

し

て
、
そ

れ
は
、
貨
幣

が
時

々
に
購
買

し
得
る
財

の
籔
量

の
中

に
具
膿
的
に
存
在
す
る
。

故

に
、
概
念
的

に
は
、
所

謂
貨
幣
憤
値
は
、
個
人
的

、
現
實
的
表
象

に
基
か
ず

し

て
無
藪

の
費

買
行
駕

よ
う
獲
得

せ
る

一
の
意
識
内
容
で
あ
る
。

然
し
乍
ら

、

こ
れ
を
以

つ
て
、
貨
幣

は
個
人
に
封
し

て

『
無

慣
値
』
な
b
と
言
ふ

こ
と
は
出
來

な

い
、
貨
幣

拡
債
値

で
あ

つ
て
、
支
彿
團
禮

内
に
於

て
は
、
購
買

に
際
し
譲
渡
せ
ら

る

＼
こ
と
に
よ

つ
て
肚
會
的
生
産
物

の
分
配
を
可
能



な
ら
し
む
る
が
故
に
重
要
な
の
で
あ
る
。
故
に
、
私
経
濟
的
に
は
貨
幣
を

一
ケ
の
財
な

り
と
言
ふ
も
差
支
は
な

い

が
、
國
民
縄
濟
的
に
観
察
す
れ
ば
さ
う
で
は
な

い
。

素
材
個
値
性
並
び
に
慣
値
性
質
が
貨
幣
の
本
質

に
属
す
る
や
否
や
の
問
題
に
關
し
て
は
、
意
見
が
非
常
に
匿

々
で

あ
る
が
、
藪
量
説
に
は
そ
の
極
端
が
相
集

つ
で
居
る
の
で
あ
る
。
此
現
象
は
如
何
に
説
明
す
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
此

見
地
よ
う
す
る
時
は
、
此
全
問
題
は
藪
量
説
の
研
究

に
劉
し
大
な
る
興
味
を
有
す

る
の
で
あ
る
。
Q∩
9
⊆
ヨ
℃
9
2

は
、

藪
量
説

は
軍
な
る
貨
幣
論
上
の
定
理
に
過
ぎ
諏
、
然
し
て
そ
れ
は
貨
幣
並
び
に
貨
謄
慣
値
の
本
質
問
題
に
は
鯛
れ
な

い
、
と
言
ふ
が
、
果
し
て
當
を
得
て
居
る
で
あ
ら
う
か
。

商
品
論
者
に
と

つ
て
は
、
説
明
は
容
易
で
あ
ら
う
。
彼
等
に
劉
し
、
籔
量
説
は
、
橿
値
並
び
に
償
格
構
成
法
則
の

修
正
的
慮
用
、

一
般
に
財
の
僧
値
は
供
給
の
増
加
に
從
ひ
減
少
す
る
と
言
ぷ
事
實

の
諮
明
に
過
ぎ
な

い
。㈹
或

は
叉
、

財
の
利
用
並
び
に
債
値
は
藪
量
の
塘
加
と
共
に
減
少
す
る
と
言
ふ
限
界
利
用
説
の
意
味
に
於
て
然
る
の
で
あ
る
。
然

し
乍
ら
、
現
今
通
用
す
る
如
何
な
る
慣
値
論
も
貨
幣
償
値
の
愛
動
を
漏
れ
な
く
説
明
す
る
事
は
出
來
な

い
の
で
あ
る
、

必
ず
債
値
論
は
説
明
し
得
な

い
現
象

に
遭
遇
す
る
で
あ
ら
う
、
慣
値
論
の
意
味
に
於
て
貨
幣
慣
値
の
獲
化
を
説
明
せ

ん
と
す
る
貨
幣
學
説
は
凡
て
皮
相
で
あ

つ
て
貨
幣
問
題
の
本
質
の
深
き
に
突
入
し
得
な

い
で
あ
ら
う
。
斯
の
如
く
、

償
値
論
は
籔
量
説
の
基
礎
を
構
成
す
る
Z
と
は
出
來
な

い
が
、
然
し
乍
ら
、
他
面
爾
者

の
間
に
は
非
常
に
多
く
の
接

貨
幣
の
慣
値
と
藪
量
観

一
八
五



商

學

討

究

第

一
巻

(上
)

一
入
六

燭
黙

の
存
在
す

る
事

を
認

め
、
爾
學
説

を
綜
合

せ
ん
と
す

る
試
み
を
理
解
す
る

こ
と

が
出
來

る
で
あ
ら
う
。

然
ら
ば
名

目
論
者
は
如
何
。
彼
等

に
と

つ
て
は
、
所
謂
貨
幣
債
値

一
般

は
存
在
し
な

い
。
故

に
彼
等

は
如
何

な
る

領

値
、
橿

格
論
も
数
量
説

の
基
礎
と
は
し
な

い
、

さ
れ
ば

く
●
竃
一。。8

は
、
現
在

の
名

目
的
貨

幣
學
説

の
特
徴
は
、

貨
幣
學
説

の
主
要
問
題
、
恐
ら
く

は
唯

一
の
貨
幣
問
題

、
即
ち
貨
幣
と
他

の
経
濟
財
と

の
交
換
關

係
を
説
明
し
得
な

い
と
言
ふ

こ
と

に
あ
る
、㈹

と
論
駁
す

る
の
で

あ

る
。
職
能
慣

値
論
者
π
る

U
α
「ぎ
σq

は
、
数

量
説

を
以

つ
て
、
貨

幣

を
債
値
あ

る
財
な
う
と
す

る
解

繹

の
論
理
的
蹄
結
で
あ
る
と
し
、
指
圖
論
者

は
、
國
内

に
於

け
る
貨
幣
債

値

の
愛

化

を
貨
幣

側

の
原

因
に
基

か
し

む
る
事

は
當

然
出
來

楓
、働
と
す

る

の
で
あ

る
。
そ
れ
に
も
拘

ら
ず
名
目
主
義
者

は
歎

量
説
論
者
で
あ

る
。

如
何

に
解

決
さ
る
可
き
で
あ
ら
う

か
。

余

は
再

び
此
庭

に
、
緯
濟
科
學

一
般

の
意
味

に
於

け

る
領
値
論
は
貨

幣
論
に
存
在
す

る
の
除
地
は
な

い
と

言
ふ
意

見
を
述

べ
π

い
の
で
あ

る
、
何
と
な
れ

ば
、
貨

幣

は
決

し
て
慣
値
あ
る
財
、
評
慣

の
客
禮

で
は
な

い
、
從

っ
て
論
理

上
交
換
學

的
貨
幣
慣
値
論

は
存
在
し
得

な

い
か
ら
で
あ
る
、⑳

吾

々
が
貨
幣
慣
値
と
名
く

る
竜

の
は
、貨
幣

軍
位

に
割

宛

て
ら
れ
力
財

の
量

の
償
値

に
外
な
ら

諏
、
此
量

の
大

さ

i

一
般
的

に
言
は

讐
1
ー
-貨
幣
慣

値
が
國

民
経
濟
内

の

貨
幣
量
と
共

に
愛

化
す

る
と
言
ふ

乙
と
は
自

明
的
で
あ

り
、
必
然
的
で
あ

る
、
而
し
て
慣

値
、債

格
論

に
よ

つ
て
説

明

さ
る

＼
を
要
し
な

い
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
拘

ら
ず

、
商

品
論
者
も
指
圖
論
者
も
共

に
藪

量
説

を
奉
ず

る
と
せ
ば

、



吾

々
は
此
現
象

に
劃
し
論
理
的
綜
合
を
企

て
な
け
れ
ば
な
ら

綴
。
吾

々
は
そ
れ
が
全
く
遇
然
的
で

は
な

い
こ
と
を
認

め
よ
う
と
す

る
な
ら
ば
、
慣
値
論
と
数
量
説
と
は
必
然

に

一
ケ
の
上
位

法
則

の
下
に
在

る
と
言

ふ
蹄
結

に
達

す
る
の

で
あ
る
、
而
し

て
吾

々
は

ω
冨

彰
。
一
と
共

に
そ
れ
を
、
質

を
量

に
還

元
せ
ん
と
す

る
生

活

の
傾
向
、
人
間
意

志
を
超

越

せ

る
實

在

の
合
法

性
と
観

る
な
ら
ば
、
そ

の
綜

合
を
磯
見
し
得

る
の
で
あ

る
。働

余

は
、
此
認
識

に
よ

つ
て
、
あ
ら
ゆ

る
貨
幣
學
説
が
歎
量
説

に
集

合
す

る
所
以
を
説
明
し
得

る
と
信
ず

る
。

何
と

な
れ
ば
、

ω
冒

ヨ
巴

が
種

々
繰
返
し
述

べ
る
が
如
く

、
指
圖
學
説

に
劉
し

て
は
明
か
に
此
傾
向
は
妻
當

す
る

の
で

あ

る
、
即
ち

もQ
ぎ

§
2

は
言

ふ
、
『
貨

幣

に
あ

つ
て
は
質

は
專
ら
量

か
ら
成

立
す

る
』
と
、㈹

或
は

『
純
粋

な
る
経
濟

憤

値

は
、
其
量

以
外

の
何

も
の
を
も
捜

入
す
る

こ
と

な
く
し
て
、
其
量
的
關
係

か
ら

一
切

の
可
能
的
、
特
殊
的
形
象

が

生
ず

る
形
禮

を
獲
得

し

て
居

る
』
と
、爾

ま
允
最
後

に
彼

は
次

の
言
葉
を

以

つ
て

一
旦
そ

の
所
論
を
絡

る
、
『
偉

大
な

る
生
浩
の
傾
向

-

質
を
量

へ
の
還
元
ー

は
、
貨
幣
に
於
て
最
竜
極
端

な

る
且

つ
唯

一
の
徹
底
的
な

る
表
現
に

到
達
す
る
』
㈲

と
。

然

し
て
此

生
活

の
傾
向

は
、
慣
値
論

に
於

て
も
亦
現
れ
る
の
で
あ

る
、
何
と
な
れ
ば
、
如
何
な

る
形
式

の
領
値
論

に
も
常
に
1

表
に
或
は
陰
に
1

慣
値
は
量
に
よ

つ
て
決
定
さ
れ
る
と
言
ふ
思
想
が
横

っ
て
居
る
か
ら
で
あ
る
、

蝕
に
於

て
、
慣
値
論
の
意
味
に
於

て
貨
幣
慣
値
の
灘
化
を
説
明
し
、
多
少
は
又
数
量
説
を

一
般
慣
値
論
に
從
属
或
は

貨
幣
の
慣
値
と
数
量
観

一
入
七
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繍
λ
λ

並

列
せ
ん
と
す

る
試
み
が
、
常

に
企
て
ら
れ

、
然

も
そ
れ
が
事

實
可
能
で
あ

る
所
以

を
理
解
し
得

る

の
で
あ

る
。
.

、
■
若

し
も

、
文
獄

に
於
・て
、
爾
派

の
論
者
が

、
慣

格
形
成

に
封
す

る
貨
幣
壇
加

の
意
義

を
誤
断
す

る
な
ら
ば

、
そ
れ

は
、
貨
幣
動
態
學

に
於

て
は
、
質

を
量

へ
の
還
元

は
特
殊

の
方
法
を
以

つ
て
行

は
れ

る
と
言

ふ
乏

の
、
誤
解

に
基

ぺ

め
で
あ

る
、
而
し
て
如
何
な

る
方

注
で
そ
れ
が
行
は
る

＼
か
が
、
正
し
く
籔
量
説

の
問
題
を
構
成
す

る
の
で
あ

る
。
㈲
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『
貨

幣
素
材
問
題
』
が

『
歎
量

問
題

』

に
齢
す

ろ
以

上
こ
れ
な

理
解

す
る
こ

と
が
出
來

ろ
、
く
ぴq
戸

穴
o
〒

。・
9

節
聡

凶2

炉

芝

巴

嘱
器

冒
↓
び
o
O
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臼
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宣

$

・
}
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轟

お
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N
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O
鴇

ミ

題

貨
幣
ー

債
値
の
客
観
化
、
そ
れ
に

『
物
其
自
均
』
と
し
て
の
貨
幣
の
定
義
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
職
能
は
物

『
自
均
』
の
認
識
に
、封
し
て
本

質
的

で
は
あ

る
溺
、
交
換

手
段
、
債
値
尺
度
等

職
能
定

義

は
、
貨

幣
の
實
在
な
漏

れ
な

く
關
明
す

る
も
の
で
に
な

い
、
例

へ
ば
鐡

樋
な
、

そ
れ

は

同
ケ
の
道
具
な
・り
と
轡呈
議
す
う
も
、
術
鐵
樋
の
實
在
概
念
な
衷
ば
す
こ
と
は
出
來
ぬ
、
ー

從

つ
て
慣
値
の
客
観
化
に
事
物
即
ち
貨
轡
衷
券

の
中

に
、
或
は
振
替
貨
幣
即
ち
記
帳
の
中

に
與

へ
ら
れ
る
、
而
し
て
、
経
濟
内
に
諸
自
然
的
債
値
が
存
在
す

る
限
り
、
債
値
の
客
観
化
に
生
ず

貨
幣
の
儂
値
と
鍛
量
観

唄
入
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一
九
〇

ろ
の
で
あ
る
、
換
言
す
れ
ば
、
貨
幣
造
出
に
關
し
て
に
、
経
濟
内
に
財
即
ち
現
實
的
慣
値
が
投
ぜ
ら
れ
牝
揚
合
に
の
み
貨
幣
に
襲
生
す
可
き
で

あ
ろ
。

債
値
の
客
観
化
と
し
て
の
貨
幣
観
に
、

一
方
に
於
て
範
疇
と
し
て
の
貨
幣
と
、
他
方
に
於
て
現
實
的
貨
幣
表
券
ー

償
値
の
軍
位
が
此
概
念
規

定
な
以
て
定
義
さ
ろ
」
と
も
ー

と
の
概
念
的
綜
合
な
可
能
な
ら
し
め
ろ
の
で
あ
ろ
、
範
疇
と
し
て
の
貨
幣
に
慣
値
の
客
灘
化
で
あ
り
、
貨
幣

表
雰
は
客
灘
化
の
具
髄
的
現
象
で
あ
り
、
贋
値

(
貨
幣
)
軍
位
に
、
貨
幣
造
出
に
際
し
客
観
化
な
規
定
す

ろ
大
さ
で
あ

ろ
。
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